
「健康経営」の推進
～やまがた健康企業宣言について～

令和６年８月２９日（木）
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全国健康保険協会（協会けんぽ）とは

国民健康保険（令和3年度末）

1,716市町村 2,537万人、
161国保組合 268万人

全国健康保険協会（令和４年度末）

3,944万人

健康保険組合（令和3年度末）

1,388組合、2,838万人
組合の解散等

共済組合
（令和3年度末）

85組合、
869万人

後
期
高
齢
者
医
療
制
度

（令和3年度末）

47広域連合
1,843万人

75歳～0～74歳

（会
社
員
等

自
営
業
、

無
職
等

16,703事業所（R4年度）228事業所（R4年度）

協会から独立

○ 保険者の位置づけ ○ 協会の事業所規模別構成（令和４年度末）

● 256万事業所、3,944万人（国民の3.2人に１人）が加入する日本最大の保険者。

● 中小・小規模企業が多く、事業所全体の約８割が従業員９人以下。

→ 協会けんぽは、会社員等の医療保険の最後の受け皿となっている。

現
役
世
代
が
医
療
費
を
負
担

約 256万

事業所

事業所全体の約8割
  が従業員9人以下

従業員 2人以下
54.6％

従業員 3・4人
14.8％

従業員 10～29人
11.1％

従業員 30～99人
3.9％

従業員
100～999人

1.2％

従業員
1000人以上

0.04％

従業員 5～9人
14.4％
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協会けんぽ山形支部加入者の状況 （R6.3月末データ）

⚫ 被保険者・被扶養者別年齢階級毎の加入者数

男性 女性 合計

被保険者数 135,412 101,355 236,767

被扶養者数 48,172 78,000 126,172

加入者数 183,574 179,355 362,939

※端数処理の関係上、合計が一致しない場合がある。

⚫ 男女別、被保険者・被扶養者別加入者数（人）
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少子高齢化による労働人口の
減少により、特に中小企業にお
いては、労働力の維持・確保が
難しくなっています。

今ある労働力を維持し、元気
で長く働きつづけてもらうためにも、
従業員の健康管理は重要な課
題！！
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山形県の人口推移見込みはどうなっている？

山形県内の事業所様において、労働力確保は喫緊の課題。

高齢化が避けられない現状では、今いる従業員に元気で長く働き続けて

もらえるように、事業所として積極的に関与していく必要がある！
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2050年には山形県の人口は現在の約67％まで減少する見込みです。
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参考：国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（令和5年推計）」
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貴社独自の健康課題の改善のための取り組みを行いま
す。

要治療・要精密検査者に対して、医療機関へ受診する
よう勧奨します。

やまがた健康企業宣言で健康経営をスタート！

健康で生き生きと社員が働ける企業を目指し、事業主が全社員の健康づくりに取り
組むことを意思表明します。
病気を未然に防ぐための取組みや、病気の早期発見・早期治療に向けて、事業所
の特性に応じた健康づくりを事業所単位で実践するものです。

＜やまがた健康企業宣言とは＞

やまがた健康企業宣言で
以下の項目に取組んでみましょう！



• 健康経営の実践で大事なことは、現状を把握
すること

• 特定健診の問診票結果から、被保険者の生
活習慣に関する課題も把握できる

• 年度ごとの推移や、他社との比較をすることは
難しい

健康課題の把握のために、

「事業所カルテ」をご活用ください！
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「健康経営」で大事なことは現状の把握！



• 健診、特定保健指導の実施率

• 健康リスク保有者の割合

• 従業員の生活習慣 など

事業所カルテ・・・

事業所単位での健診結果や日常の生活習慣
などについて、数値・グラフ・レーダーチャート等で
見える化したもの

※健診受診者数が10名以上の事業所に配布

7

「事業所カルテ」で現状・経年推移を把握！

健康課題を見つけ、具体的な取組みを検討
しよう。

経年推移から、取組みの結果を把握し
PDCAサイクルを回して目標の見直しを！
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「やまがた健康企業宣言」にご登録いただくと

イメージ
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昨年度から
ビデオオンデマンド型
（録画配信型）も
取り入れました！

取組みが難しい
「女性の健康」に関する

セミナーにも対応！



111



112



北海道 10.21 石川県 9.94 岡山県 10.02 

青森県 9.49 福井県 10.07 広島県 9.95 

岩手県 9.63 山梨県 9.94 山口県 10.20 

宮城県 10.01 長野県 9.55 徳島県 10.19 

秋田県 9.85 岐阜県 9.91 香川県 10.33 

山形県 9.84 静岡県 9.85 愛媛県 10.03 

福島県 9.59 愛知県 10.02 高知県 9.89 

茨城県 9.66 三重県 9.94 福岡県 10.35 

栃木県 9.79 滋賀県 9.89 佐賀県 10.42 

群馬県 9.81 京都府 10.13 長崎県 10.17 

埼玉県 9.78 大阪府 10.34 熊本県 10.30 

千葉県 9.77 兵庫県 10.18 大分県 10.25 

東京都 9.98 奈良県 10.22 宮崎県 9.85 

神奈川県 10.02 和歌山県 10.00 鹿児島県 10.13 

新潟県 9.35 鳥取県 9.68 沖縄県 9.52 

富山県 9.62 島根県 9.92 ※ 全国平均では10.00％

⚫ 協会けんぽでは、年齢構成や所得の調整を行った後の「医療費の地域差」を反映した都道府県単位保険料
率を設定。

⚫ 全国平均は10.00％であり、最高は佐賀県の10.42％、最低は新潟県の9.35％である。

（％）

令和6年度の都道府県単位保険料率
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インセンティブ制度により健康づくりで保険料もお安く！

減算率
➤ 令和４年度実績

1位 佐賀支部 0.187％
2位 山形支部 0.152％

Ａ
支
部

Ｂ
支
部

Ｃ
支
部

Ｚ
支
部

Ｘ
支
部 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

上位15支部（3分の1支部）を減算対象

加算率
令和４年度実績（令和６年度保険料率）
以降：0.01％

評価指標 順位（前年）

【指標１】特定健診等受診率 １位 （ １位）

【指標２】特定保健指導実施率 23位 （11位）

【指標３】特定保健指導対象者の減少率 19位 （25位）

【指標４】要治療者の医療機関受診率 １位 （25位）

【指標５】後発医薬品使用割合 １位 （ 5位）

総 得 点 ２位 （ 5位）

【令和４年度インセンティブ実績】
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健康経営への取組みを自治体も推奨

【県内の自治体による建設工事入札参加資格におけるインセンティブ】

健康経営の取組みへのインセンティブ創成

米沢市
令和元・２年度参加資格より
やまがた健康企業宣言 ５点加点
健康経営優良法人 10点加点

山形市
令和５・６年度参加資格より
健康経営優良法人 ５点加点

山形県
令和５・６年度参加資格より
やまがた健康企業宣言 ３点加点
健康経営優良法人 ２点加点

上山市
令和５・６年度参加資格より
やまがた健康企業宣言 ３点加点
健康経営優良法人 ２点加点

酒田市
令和６年度総合評価落札方式ガイドラ
インを改正（運用は令和7年度～）
健康経営優良法人 １点加点



【エイジフレンドリー補助金】 厚生労働省（労働局）が管轄
高年齢労働者の労働災害防止対策、労働者の転倒や腰痛を防止するための専門家によ

る運動指導等、労働者の健康保持増進のために、支給される補助金。

116

健康経営への取組みで補助金も申請できる！

【保険者が交付する事業所カルテの結果に対する対策に補助金が支給される】

健康経営の取組みへのインセンティブ創成②

申請先
令和６年度補助事業者
一般社団法人日本労働安全衛生

コンサルタント会
エイジフレンドリー補助金事務センター
(ＨＰ:https://www.jashcon-age.or.jp/）

https://www.jashcon-age.or.jp/
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リニューアルした「やまがた健康企業宣言」

「やまがた健康企業宣言」は、令和４年４月からリニューアルしました。

リニューアル前（令和４年３月以前）に宣言登録しておられた事業所様は、新宣言への切替が
必要です。
令和８年度末までに切替がなされなかった場合、宣言登録は取り消され、健康経営優良法人認
定への申請もできなくなりますので、切替はお早めに！

宣言の切替が必要！

登録要件が設定されました

より具体的な目標を設定したうえで、宣言していただきます

やまがた健康企業宣言への登録にあたっては、健診の受診率が70％以上であることが
前提となります。
健診の受診率が70％未満の事業所さまは、労働安全衛生法の定期健診（事業者健

診）結果を協会けんぽにご提出ください。

事業所さまごとの現状を把握したあと、課題解決に向けたより具体的な目標を設定し、宣
言をしていただきます。

「やまがた健康企業宣言」の変更点を確認

変更点

１

変更点

２



① 従業員に１００％健診を受けさせる
② 健診を受けさせただけで終わらせない

協会けんぽは、「やまがた健康企業宣言」をとおして、貴社の健康経営の推進を後
押しします！

◆健康経営の推進のために一番大切なこと

⚫ 会社を、従業員を守り抜くという事業主の想い

⚫ 健康づくり担当者の熱意

118

さいごに
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